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今
回
の
選
挙
で
投
票
資
格
の
あ

る
方
は
、
８
月　

日
現
在
満　

歳

３０

２０

今

回

の

選

挙

で

投

票

で

き

る

方

以
上
（
平
成
元
年
８
月　

日
以
前

３１

に
生
ま
れ
た
方
）
で
、　

年
５
月

２１

　

日
以
前
に
東
久
留
米
市
に
転
入

１７届
け
出
を
し
、
引
き
続
き
市
の
住

民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る

方
で
す
。

禦

亨

魚

享

挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙

鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸

虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
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許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
許
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★衆議院（小選挙区選出）議員選挙
　○東京都第２０区（東村山・東大和・清瀬・
　　東久留米・武蔵村山の５市）…定数１人
　　（全国定数３００人〈３００選挙区〉）
★衆議院（比例代表選出）議員選挙
　○東京都選挙区…定数１７人
　　（全国定数１８０人〈１１選挙区〉）
★最高裁判所裁判官国民審査
　審査に付される裁判官の数…９人

　

８
月　

日（
日
）は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
と
最
高
裁

３０

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
投
票
日
で
す
。
こ
の
選
挙

は
、
今
後
の
国
政
の
行
方
を
決
め
る
大
事
な
選
挙
で

す
。
大
切
な
１
票
を
無
駄
に
し
な
い
よ
う
、
必
ず
投

票
し
ま
し
ょ
う
。

　

詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
内
線
４
７

１
４
～
４
７
１
６
）
へ
。

 

市
内
で
転
居
し
た
方

　

★　

年
６
月　

日
ま
で
に
転
居

２１

３０

届
け
出
を
し
た
方
＝
新
住
所
地
の

投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い

　

★　

年
７
月
１
日
以
降
に
届
け

２１

出
を
し
た
方
＝
旧
住
所
地
の
投
票

所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い

市
内
に
転
入
さ
れ
た
方

　

★　

年
５
月　

日
以
降
に
東
久

２１

１８

住
所
を
移
さ
れ
た
方

留
米
市
に
転
入
届
け
出
を
し
た
方

＝
ま
だ
東
久
留
米
市
の
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
前

住
所
地
（
選
挙
人
名
簿
登
録
地
）

で
投
票
し
て
く
だ
さ
い

転

出

さ

れ

た 

（

さ

れ

る

）

方

　

★
東
久
留
米
市
の
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、　

年
２１

４
月　

日
以
降
に
東
久
留
米
市
か

３０

ら
転
出
し
た
方
＝
東
久
留
米
市
で

投
票
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

転
出
先
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
方
は
除
き
ま
す

 　

★
他
の
市
区
町
村
で
の
不
在
者

投
票
＝
出
張
等
で
市
外
に
滞
在
中

の
方
は
、
事
前
に
手
続
き
を
す
る

こ
と
に
よ
り
、
滞
在
先
の
市
区
町

村
選
挙
管
理
委
員
会
で
不
在
者
投

票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

★
指
定
施
設
で
の
不
在
者
投
票

＝
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
が

指
定
し
て
い
る
病
院
、
老
人
ホ
ー

ム
等
で
、
入
院
・
入
所
し
て
い
る

方
が
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す

　

★
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

＝
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者

手
帳
も
し
く
は
介
護
保
険
被
保
険

者
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
障
害
や

要
介
護
度
の
程
度
が
定
め
ら
れ
た

等
級
（
表
１
参
照
）
に
該
当
す
る

方
は
、
自
宅
等
で
投
票
用
紙
に
記

載
し
、
こ
れ
を
郵
送
す
る
方
法
に

よ
り
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
上
肢
ま
た
は
視
覚
の
障
害

の
程
度
が
定
め
ら
れ
た
等
級
（
表

２
参
照
）
に
該
当
す
る
方
は
、
代

理
記
載
人
が
代
わ
り
に
記
載
し
て

投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
代

理
記
載
人
と
な
る
に
は
、
届
け
出

の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
へ

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

不

在

者

投

票

　

期
日
前
投
票
お
よ
び
不
在
者
投

票
、
在
外
投
票
は
、
い
ず
れ
も
公

示
日
の
翌
日
か
ら
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
投
票
会
場
へ
お
越
し
の

際
は
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

 　

投
票
日
当
日
、
仕
事
や
レ
ジ
ャ

ー
等
の
用
事
で
、
投
票
所
に
行
く

こ
と
が
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る

方
は
、
期
日
前
投
票
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
【
投
票
期
間
】８
月　

日（
水
）〜

１９

　

日
（
土
）。
た
だ
し
、
最
高
裁
判

２９所
裁
判
官
国
民
審
査
は
８
月　

日
２３

（
日
）
〜　

日
（
土
）

２９

　
【
投
票
時
間
】午
前
８
時
半
〜
午

後
８
時

　
【
投
票
会
場
】
期
日
前
投
票
所

（
市
役
所
７
階
７
０
３
会
議
室
）

　
【
投
票
手
続
き
】宣
誓
書
に
不
在

に
な
る
事
由
を
記
入
後
、
投
票
用

紙
へ
記
載
し
、
直
接
投
票
箱
へ
入

れ
ま
す

期

日

前

投

票

　

郵
便
投
票
を
希
望
す
る
方
は
、

選
挙
管
理
委
員
会
発
行
の
「
郵
便

等
投
票
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け

て
か
ら
８
月　

日
（
水
）
ま
で
に
、

２６

所
定
の
請
求
用
紙
で
投
票
用
紙
を

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
証
明
書
の

申
請
や
投
票
用
紙
の
請
求
は
、
郵

便
や
代
理
人
の
方
で
も
で
き
ま
す

が
、
投
票
手
続
き
に
日
数
が
か
か

り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
し
込
み

く
だ
さ
い

 　

在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

在

外

投

票

て
い
る
方
で
一
時
帰
国
し
た
場
合

や
、
日
本
国
内
に
住
所
を
移
し
た

後
、
国
内
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
在
外
選
挙

人
証
を
提
示
し
て
国
内
の
投
票
方

法
（
選
挙
当
日
の
投
票
、
期
日
前

投
票
、
不
在
者
投
票
）
を
利
用
し

て
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

候
補
者
・
最
高
裁
判
所 

裁
判
官
の
経
歴
等
は 

選
挙
（
審
査
）
公
報
で

　

候
補
者
の
経
歴
・
政
見
等

を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
と
最

高
裁
判
所
裁
判
官
の
経
歴
を

掲
載
し
た
審
査
公
報
を
、
投

票
日
の
前
々
日
ま
で
に
各
世

帯
に
お
届
け
し
ま
す
。
投
票

の
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

開
票
は
ス
ポ
ー
ツ 

セ

ン

タ

ー

で

　

開
票
は
、
８
月　

日
（
日
）

３０

午
後
９
時
か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー
で
行
い
ま
す
。　

　

参
観
を
希
望
す
る
方
は
、

当
日
受
け
付
け
に
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。

　

※
駐
車
場
に
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
、
車
で
の
来
場
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。 等級障害の種類手帳の種類

１級
上肢または視覚

身体障害者手帳
特別項症～第２項症戦傷病者手帳

表2　代理記載人による投票ができる方

等級など障害名など手帳などの種類

１級・２級両下肢・体幹、移動機能の
障害

身体障害者手帳 １級・３級心臓・じん臓・呼吸器・ぼ
うこう・直腸・小腸の障害

１級～３級免疫機能の障害
特別項症
～第２項症両下肢・体幹の障害

戦傷病者手帳
特別項症
～第３項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼ
うこう・直腸・小腸の障害

要介護５要介護状態区分介護保険被保険者証

表1　郵便等による不在者投票ができる方

今回の選挙の概要

ご 利ご 利 用用
く だ さく だ さ いい

衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆衆議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙衆議院議員選挙衆議院議員選衆議院議員選挙挙

　投票は、先に「衆議院（小選挙区選出）議員選挙」を、
次に「衆議院（比例代表選出）議員選挙」と「最高裁判
所裁判官国民審査」を同時に行います。お間違えのない
よう投票してください。

投　票　の　順　序

　投票用紙には、次のことに注意して記載してください。

　①小選挙区選出（ピンク色）の投票用紙には、候補者

の個人名を書きます。二人以上の氏名を書いたり、氏名

以外のことを書くと無効になります　

　②比例代表選出（薄い青色）の投票用紙には、政党の

名称または略称を書きます。個人名を書くと無効になり

ます

　③最高裁国民審査（白色）の投票用紙には、やめさせ

た方がよいと思う裁判官には、その氏名の上の欄に「×」

を書いてください。やめさせなくてよいと思う裁判官に

ついては、何も書かないでください

投票用紙への記載注意事項

ペットを連れての投票はご遠慮ください

　「投票所入場整理券」を郵送しますの
で、投票日に必ず持参してください。入
場整理券を紛失した方や届かなかった方
でも、選挙人名簿に登録された資格者で
あれば投票できます。投票所の係員にお申し出ください。
期日前投票も同様です。

投票所入場整理券をお忘れなく！


